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父子福祉資金制度が創設されました

　皆さん、今年もがん検診を受けましたか？結果はいかがでしたか？がん検診は検診を受けて終
わりではありません。精密検査が必要と言われた方は精密検査を受けることが必要です。　
～精密検査を受けましょう!!～
　近年、奥出雲町では働き盛りの男女の大腸がん
が増加傾向にあります。大腸がん検診の受診者は
増加傾向にありますが、精密検査が必要と言われ
た方の６割が受診されていません。
　精密検査が必要と判定された方の多くは、「異
常なし」や「がん以外の病気」ですが、がんが発
見される方がいることも事実です。大腸がんは放
置していると進行しますが、進行するまでほとん
ど自覚症状がありません。精密検査が必要とされ
た方は、速やかに精密検査を受けられることをお
勧めします。

　法律の改正に伴い、平成26年10月1日より、母子・寡婦福祉資金に加え父子福祉資金が創設さ
れました。

◇母子･父子･寡婦福祉資金とは…
　母子・父子家庭の方や寡婦の方などを対象に、経済的に自立していくために必要な資金を、低
利子または無利子でお貸しする貸付制度です。

◇資金の種類と貸付対象者

　◆対象となる資金
○児童の進学等を対象とする資金（いずれも無利子）
・ 修学資金 …高等学校･大学･高等専門学校に修学す
　　　　　　 るための授業料･書籍代･交通費等に必
　　　　　　  要な資金
・ 修業資金 …就職するために必要な知識技能を習得
　　　　　　  するために必要な資金
・ 就学支度資金 …修学、修業するために必要な入学
　　　　　　        金や被服などの購入資金
○母子家庭の母､父子家庭の父､寡婦の知識技能習得
　を対象とする資金
・ 技能習得資金 …就職するために必要な知識技能を
　　　　　　　　  習得するために必要な資金

早期発見のカギは「がん検診」！！早期発見のカギは「がん検診」！！早期発見のカギは「がん検診」！！

進んで健診、結果を生かそう
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【お問い合わせ先】
　役場　健康づくり推進課
　有線：31－5784 ／ 電話：54－2781

H25年度　大腸がん検診結果

H25年度　大腸がん検診要精密検査者
の精密検査受診状況

精密検査を
受けて下さい!!

人権イメージキャラクター
人 KENあゆみちゃん人 KENまもる君
人権イメージキャラクター

人権週間が始まります
12月4日～10日

【お問い合わせ先】
　　町民課 町民グループ　有線：31－5105／電話：54－2510

　昭和２３年１２月１０日国際連合総会で世界人権宣言が採択されて以来、国連ではこれを記念
して、毎年１２月１０日を「人権デー」と定めています。わが国ではこの日を最終日とする１週
間を「人権週間」と定め、広く住民の方々に向けて人権尊重のための啓発活動を行うこととして
います。
　私たち一人ひとりが人権を尊重することの大切さを正しく認識し、明るく豊かな住みよい社会
をつくりましょう。　期間中、奥出雲町においても様々な活動を予定しています。

　これは人権問題ではないかと感じたこと、悩みごとや困りごとの相談に人権擁護委員が応じま
す。相談は無料で秘密は厳守されますので、お気軽にご相談ください。
【日　時】平成２６年１２月５日（金）午前１０時～午後１時
【会　場】カルチャープラザ仁多、横田コミュニティセンター

◆啓発活動重点目標◆
みんなで築こう　人権の世紀
　　～考えよう　相手の気持ち　育てよう　思いやりの心～

特設人権相談所を開設します

父子福祉資金制度が創設されました

※資金の貸付申請は、随時受付けておりますのでご相談ください。
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○技能習得資金
○生活資金
○住宅資金
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○修学資金
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母子家庭の母が
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  寡婦が扶養する子

◇現在、修学･修業･就学支度･技能習得資金の予約貸付申請を受付けています

◆対象となる方
平成27年4月の進学を希望している
・児童を扶養する母子･父子家庭の母･父
・20歳以上の子を扶養する寡婦
・父母のいない児童
◆申込み締め切り
   第一次締め切り…平成26年11月28日
   第二次締め切り…平成27年 2 月27日

　◆ご注意
○提出していただく書類等がありますので事前にご相談ください。
○他の制度による奨学金の貸与を受ける方は、児童の進学等のための資金の対象となりません。
○前年の収入額が制限限度額を超える方は貸付対象となりません。

【お問い合せ先】
　　奥出雲町福祉事務所 福祉グループ　　有線：31－5375　　電話：54－2541


